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  令和７年４月３日 

【東剣連事業案内】 
各団体責任者 殿 

                                   板橋区剣道連盟 
 

東京学連剣友連合会・東京都学生剣道クラブ・ 

関東医歯薬獣医科大学剣道連盟 

剣道講習会の開催について  

 

東京学連剣友連合会会員、東京都学生剣道クラブ加盟大学会員および関東医歯薬獣医科大学剣道連盟加盟大学

会員の剣道研修を目的として、（一財）東京都剣道連盟公認の講習会を下記の通り開催いたします。 

東京学連剣友連合会員で特に４、５段受審を希望される方、錬士号、教士号取得希望者、東京都剣道連盟登録

審査員・審査員、登録審判員は受講されるようお願いいたします。また、各大学・学校・職場等で指導的立場に

ある先輩方は段位称号に関係なくお申し込み下さい。 

 

東京都学生剣道クラブ加盟大学の大学生 1 名（指導的立場にある３、４年生で３段以上）は受講を必須としま

す。また、関東医歯薬獣医科大学剣道連盟加盟大学の大学生１名。 

 

※本講習会修了者は講習手帳に「押印」（東京都剣道連盟公認印）されます。 

 

記 
 

１．主催 （一財）東京都剣道連盟、東京学連剣友連合会、東京都学生剣道クラブ 
 

２．日時 令和 7 年 4 月 27日（日） 午前 ９時００分受付  午前 ９時５０分講習開始 
 

３．場所 日本体育大学世田谷（深沢）キャンパス 剣道場  
 

４．参加資格および対象 

   １）東京学連剣友連合会会員について 

  イ）本会の会員（一般会員※・登録会員）であること。 

    ロ）剣道「錬士」および「教士」を受審予定の方。 

    ハ）すでに錬士・教士の称号受有の方。 

  ニ）東京都剣道連盟の登録審査員・審査員および登録審判員の方。 

  ホ）大学、職場等で指導的立場にある方。 

  ※一般会員の場合は、他区剣連から東京都剣道連盟に登録している方。 所属剣連からお申込みください。 

２）東京都学生剣道クラブ会員（大学生）について 

  イ）学生３、４年生で３段以上の者、各大学 1 名（幹部）が必ず出席のこと。 

     －学生剣道の資質向上を目的として受講必須－ 

  ３）関東医歯薬獣医科大学剣道連盟会員（大学生）について 

  イ）学生３段以上の者、各大学 1 名（幹部） 

  ４）その他の剣友会・会社・団体・学校等の指導的立場の方。 
 

５．持参するもの 

剣道具一式、木刀（大・小）、講習手帳、日本剣道形解説書、試合審判規則・細則、剣道試合審判運営要領

の手引き、剣道講習会資料、筆記用具他 

   ※日本剣道形解説書など書籍購入希望の方は申込書にご記入をお願いいたします。 

 

６．受講料 

  東京学連剣友連合会 会員： ３，５００円（昼食の弁当・飲物・保険代を含みます） 
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７．講習時間と内容および担当講師（敬称略） 

 

時   間 内      容 

 

０９：５０～１０：００ 

開講式  

 

  １０：００～１０：３０ 

剣道倫理について   

講師  太田  文雄（倫理委員長）  

 

１０：３０～１２：００ 

日本剣道形 

講師：岩佐 英範（教士八段） 

 

１２：００～１２：５０ 

昼食休憩 

 

 

１２：５０～１４：５０ 

審判法 

講師：八木沢 誠（教士八段） 

 

１４：５０～１５：００ 

休憩 

 

１５：００～１６：１０ 

指導法 

講師：冨永 哲雄（教士八段） 

 

１６：１０～１６：２０ 

閉講式 

 

 

１６：３０～１７：３０ 

東京都学連剣友連合会 合同稽古会 

 

 

８．申し込み 

板橋区剣道連盟 事務局〒 173-0004 板橋区板橋 3-47-3 関川方 

ＴＥＬ ０９０－７７１１－１７８０ 

メール：jimukyoku@itabashi-kendo.org 

ＦＡＸ：０５０－３７３７－３６６６  

    振込口座：三井住友銀行 ときわ台支店 

普通預金 口座番号 7192867 

口座名義 板橋区剣道連盟 
※人数制限がある為、申込締切後に受講可能かの連絡いたします。 

講習会費用は参加確定後に板剣連 事務局宛にお振込みください。 

受講費用 ３,５００円（昼食の弁当・飲物・保険代を含みます） 

「講習会資料」の必要な方は、講習手帳（￥200） 日本剣道形解説書（￥200） 試合審判規則（￥400） 

剣道試合審判運営要領（￥200） 剣道講習会資料（￥500）、それぞれの必要数を「申込書」に明記し、

受講費用と合わせて振込して下さい。 
 

締切日：令和７年４月７日（月） 

 
 

９．その他 

・「錬士」号および「教士」号受審のかたは、過去３年間に公式講習会を３回以上の受講が必須と 

されています。（東京都剣道連盟規程） 

  ・ 会場付近は駐車できません。 

 ・講習会終了後に開催の学連稽古会への参加 or 不参加について、申込書にご記入をお願いします。 
   

 

以上 


